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津別町が本年度に発注することが見込まれている建設工事について、「公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律」第７条および同施行令第５条の規定に基づき、下記のとおり公表します。

問い合わせ先　役場　建設課　†７６－２１５１内線 ２４８

平成2２年度建設工事等の発注見通しに関する公表

問い合わせ先

役場　保健福祉課福祉担当　† 76－2151 内線299

本年４月から子ども手当制度が始まりました。

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな

育ちを社会全体で応援するため、中学校修了までの子

ども1人につき月額1万3千円を支給する制度です。

（児童手当を受給されていた方）

本年３月まで児童手当を受給されている方は、基本

的に、児童手当の支給対象児童について手続きは必要

ありません。ただし、新たに子ども手当の対象となる

子ども（原則として中学２年生と中学３年生）がいら

っしゃる場合は、申請手続が必要です。

（該当する方には関係書類を郵送しています）

（児童手当を受給されていなかった方）

所得制限超過などで児童手当を受給されていなかっ

た方で、子ども手当の支給の対象となる中学修了前ま

での子どもを養育されている方が、子ども手当の支給

を受けるには、申請手続きが必要となります。

（該当する方には関係書類を郵送しています）

最初の支払い月である本年6月に手当の支給を受け

るためには、５月10日までに申請をいただく必要が
あります。

また、平成22年9月30日までに申請を済ませると
本年4月からの子ども手当を受給することができます

が、それを過ぎると４月分からの子ども手当が受給で

きませんので、お早めに手続きをお願いします。

なお、公務員の方は、勤務先での手続きとなります

ので、勤務先にご確認ください。
木質ペレットストーブ

購入費補助のご案内

津別町内にお住まいで、町

内の住宅などに新品の木質ペ

レットストーブを購入される

方に、購入費の補助（本体価

格の1/2

以内）を

実地して

います。

詳しく

は、下記

までお問

い合わせ

ください。

○役場　林政担当

†76-2151 内線 259

試験日時 ８月31日（火）午後１時３０分～午後４時

試 験 地 北見市

試験科目・試験方法

食文化概論、衛生法規、公衆衛生

学、栄養学、食品学、食品衛生学

及び調理理論（筆記試験）

受験資格 中学校卒業以上の方で、寄宿舎、学校、

病院等での施設や飲食店営業、魚介類販売業、

そうざい製造業で、今年５月28日までに２年以

上調理の業務に従事した方。

ただし、パート又はアルバイトで調理に従事している

場合は、週４日以上かつ１日６時間以上勤務している

場合に限る。

願書受付期間 ５月11日～５月28日まで

願書取り扱い・提出先 最寄りの保健所、又は支所

提出書類　調理師試験受験願書

受験者整理カード（写真張付）

入力通知書

受験手数料 北海道収入証紙６,７００円

問い合わせ先 北見保健所　健康推進課健康増進係　

†０１５７－２４－４１７３

町では、本年４月から旧町長公宅を「お試し暮らし

住宅」として、将来移住を希望又は検討されている方

に、一定期間津別町での生活体験ができる場として、

用意いたしました。

また、住宅は企業誘致等の定住事業や、青少年交流、

スポーツ交流事業にも活用する予定でおります。

お試し暮らし住宅での生活体験がきっかけになり、

１人でも多くの方が津別町に移住していただきたいと

考えています。

住宅の概要は次のとおりです。お知り合いの方で移

住を検討されている方がおられましたら、お試し暮ら

し住宅についてお知らせいただきたくお願いします。

概要について

・借用期間　　１週間から３ヶ月以内

・住宅料　　　月額　３０，０００円

（光熱水費は含まれておりません）

・移住希望の方は、単身での利用はできません。

○ 問合せ先　役場・地域振興グループ　

図書館を臨時休業にします

図書室のパソコンシ

ステム機器更新のため

臨時休業にしますので、

よろしくおねがいしま

す。

問い合わせ先

津別町中央公民館

†76－2713

「津別町人づくり研修事業」は町民の皆さんの自然・生活・文化・社
会・福祉・スポーツ・産業・経済・教育等の自主的な研修を支援し、
識見豊かな人材の育成を図ることを目的としています。

研修を希望する方は、下記により申し込みを行って下さい。

★研修地 は道内を除く国内です。

★研修日数 は７日以内です。（離町の日から帰町の日までです。）

★助成金の額 は８万円が限度です。（助成対象経費の５割以内です。）

★研修の対象者 は１８歳以上で町内に１年以上在住している方です。

主な変更内容は上記のとおりです。

ただし、この事業で研修した方は、以後５年間は助成を受けることはできません。

また、この事業での研修は２回が限度となっております。（平成７年度以降の通算回数）

☆問い合わせ・申し込み先　　企画財政課地域振興Ｇ　　　　

☆申し込み期限　　　　　　　平成２２年５月３１日

（今年度の予算額は７０万円です。期限までに申し込みのあった方々につ

いて、選考委員会にて協議し決定します。

期限後の申し込みについては、予算状況により対応が異なる場合があります。）

５月２５日（火）～２６日（水）


